
に向けた取組として、地域生活支援事業にお
いて、地域における関係機関等の協力体制の
整備・充実を図るとともに、過去に虐待のあっ
た障害のある人の家庭訪問、障害者虐待防止
に関する研修、虐待事例の分析を行う都道府
県や市町村を支援している。
　さらに、障害のある人の虐待防止・権利擁
護や強度行動障害のある人に対する支援のあ
り方に関して、各都道府県で指導的役割を担
う者を養成するための研修を実施している。

（５）障害者団体や本人活動の支援

　行政施策に障害当事者の意見が反映される
ようにするため、政府の「障害者政策委員会」
等において、障害当事者も構成員として審議
に参画している。
　障害のある人が新たに施行された障害者差
別解消法の内容を理解しやすくするための支
援としては、分かりやすい表現を用いてリー

フレット（「合理的配慮」を知っていますか？）
を作成し、全国の障害者団体や事業者団体、
地方公共団体等へ配布するとともに、内閣府
ホームページにデータを掲載して自由に閲
覧・印刷できるようにしているところである。
　また、「障害者総合支援法」に基づく地域
生活支援事業において、障害者等やその家族、
地域住民等が自発的に行う活動に対する支援
を行う「自発的活動支援事業」を実施してい
る。

２．在宅サービス等の充実

（１）在宅サービスの充実

　障害のある人が地域で普通に暮らしていく
ためには、在宅で必要な支援を受けられるこ
とが前提となる。このため、「障害者総合支
援法」においては、利用者の実態に応じた支
援を行う観点から、利用者像やサービスの提

■図表3-3-8

資料： 厚生労働省
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供形態に応じ、居宅介護、重度訪問介護、同
行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援
を実施している。
居宅介護…入浴等の介護や調理等の家事の援
助等を短時間集中的に行うサービス
重度訪問介護…常時介護を要する身体に重度
の障害のある人、知的障害若しくは精神障害
により、行動上著しい困難を有する障害のあ
る人に対し、入浴等の介護や調理等の家事の
援助等のほか、日常生活に生じる様々な介護
の事態に対応するための見守り等の支援や外
出時における移動中の介護を、長時間行う
サービス
同行援護…重度の視覚障害のある人に対し、
外出時において同行し、移動に必要な情報を
提供するほか、移動に必要な支援等を行う
サービス
行動援護…知的障害又は精神障害により行動
上著しい困難を有する障害のある人に対し、
居宅内や外出時における危険を伴う行動を予
防又は回避するために必要な支援等を行う
サービス
重度障害者等包括支援…著しく重度の障害の
ある人の様々なニーズに応えて、円滑にサー
ビス利用が可能となるよう、利用者のその
時々の心身の状態等に応じて必要となる複数
の障害福祉サービスを組み合わせて、包括的
に提供するサービス
　これらのサービスに加え、自宅で介護する
人が病気の場合などに、短時間、夜間も含め
て施設において入浴等の介護を行うサービス
である短期入所も行っている。

（２）住居の確保

ア　福祉施策における住居の確保支援
　障害のある人が地域で安心して暮らすこと
ができるよう、単身での生活が困難な障害の
ある人が共同して自立した生活を営む場とし
て、共同生活援助（グループホーム）を位置

づけているところである。グループホームで
は、金銭管理や相談等の支援、また、必要な
人に対しては食事や入浴等の介護を行うこと
としている。その利用者については、それま
で知的障害のある人や精神障害のある人とし
てきたところであるが、平成21年10月からは
身体障害のある人も利用することができるこ
ととした。
　地域生活支援事業における相談支援事業に
住宅入居等支援事業（居住サポート事業）を
位置づけ、公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅へ
の入居を希望する障害のある人に対して、不
動産業者に対する物件のあっせん依頼及び家
主等との入居契約手続等といった入居支援
や、居住後のサポート体制の調整をしている。
また、障害のある人が地域の中で生活するこ
とができるように、低額な料金で居室などを
利用する福祉ホーム事業を実施している。
　なお、従来は、介護が必要な人が利用する
ケアホームと介護は必要ない人が利用するグ
ループホームに分かれていたが、今後、障害
者の高齢化・重度化が進展し、介護が必要な
障害者のグループホームの新規入居や、グ
ループホーム入居後に介護が必要となるケー
スが増加することが見込まれることから、平
成26年度の「障害者総合支援法」の施行によ
り、ケアホームをグループホームに一元化し、
グループホームとして介護を提供する「介護
サービス包括型」と外部の受託居宅介護サー
ビス事業者を活用した「外部サービス利用型」
の２類型とした。また、一定条件下で一般の
アパート等の一室を活用する「サテライト型
住居」の創設等によってより柔軟なサービス
提供を可能とした。

イ　住宅施策における住宅の確保支援
　障害のある人等の住宅の確保に特に配慮を
要する人の居住の安定を確保することは、「住
生活基本法」（平成18年法律第61号）の基本
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理念の一つであり、その理念にのっとり賃貸
住宅の供給促進に関する基本事項等を定めた
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給
の促進に関する法律」（平成19年法律第112号）
に基づき、以下の通り公営住宅やそれを補完
する公的賃貸住宅の的確な供給及び民間賃貸
住宅への円滑な入居の支援等の各種施策を一
体的に推進している。
　また、地方公共団体による供給促進計画の
作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進
するための賃貸住宅の登録制度等の措置を講
じる「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の
供給の促進に関する法律の一部と改正する法
律案」を平成29年２月に閣議決定し、国会に
提出した。
①　 障害のある人に配慮した公的賃貸住宅の
供給

　公的賃貸住宅は、障害のある人の心身の状
況、その他の配慮を必要とする事情を勘案し、
以下のように供給されている。
　公営住宅においては、入居者の募集・選考
に際し、障害のある人を含む世帯は特に住宅
困窮度が高いものとして、地方公共団体の裁
量により一定の上限の下、入居者の収入基準
を緩和するとともに、当選率の優遇、別枠選
考等の措置を講じている。
　地域優良賃貸住宅制度においては、民間事
業者等に対し、整備費及び家賃減額のための
助成を行い、障害のある人を含む世帯等を対
象とした良質な賃貸住宅の供給を促進してい
る。本制度においては、障害のある人を含む
世帯について地方公共団体の裁量により別枠
選考等の措置ができるものとしている。
　また、独立行政法人都市再生機構賃貸住宅
（以下「都市再生機構賃貸住宅」という。）に
おいては、障害のある人を含む世帯に対して、
入居者の収入基準の緩和、１階又はエレベー
ター停止階への住宅変更、新規賃貸住宅募集
時の当選倍率の優遇等の措置を講じている。

②　民間賃貸住宅への円滑な入居の促進
　障害のある人を含む世帯等の民間賃貸住宅
への円滑な入居を促進するため、地方公共団
体、不動産関係団体、居住支援団体等が組織
する居住支援協議会が相談・情報提供等、地
域の実情に応じた活動を行っているところで
あり、これらの取組みに対する支援を実施し
ている。
　また、一般財団法人高齢者住宅財団が実施
する家賃債務保証制度の活用を推進し、障害
のある人を含む世帯等の民間賃貸住宅への円
滑な入居を支援している。なお、家賃債務に
加え、原状回復や訴訟に要する費用も保証の
対象にしている。

ウ　住宅施策と福祉施策との連携
　公的賃貸住宅の整備に際して、障害のある
人の生活に関連したサービスを備えた住宅を
整備するため、障害者福祉施設との一体的な
整備を推進するとともに、障害のある人を対
象とした住まいづくり・まちづくりに関する
先導的な取組についても支援している。
　公営住宅については、障害のある人の共同
生活を支援することを目的とするグループ
ホーム事業へ活用することができることとし
ており、公営住宅等を障害のある人向けのグ
ループホームとして利用するための改良工事
費について支援している。
　また、生活支援サービス付き公営住宅（シ
ルバーハウジング）については、住宅施策と
福祉施策の密接な連携の下に供給されている
ところであり、地方公共団体の長が特に必要
と認める場合に、障害のある人を含む世帯の
入居を可能とし、その居住の安定を図ってい
る。
　民間賃貸住宅については、居住支援協議会
を活用し、障害のある人を含む世帯等の民間
賃貸住宅への円滑な入居を支援している。
　また、住宅市街地総合整備事業、優良建築
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物等整備事業、市街地再開発事業等において、
デイサービスセンター、保育所等の社会福祉
施設等を整備する場合、一定の条件を満たす
ものに対し建築主体工事費の一部を補助対象
とし、障害のある人等の生活しやすい市街地
環境の形成を図っている。
　（住宅については、第４章第１節も参照）

（３）自立及び社会参加の促進

　障害のある人が社会の構成員として地域で
共に生活することができるようにするととも
に、その生活の質的向上が図られるよう、生
活訓練、コミュニケーション手段の確保等の
施策を行っている。
　平成18年10月から、市町村及び都道府県が
創意工夫によって地域の特性や利用者の状況
に応じて柔軟に事業を行う地域生活支援事業
を実施し、障害のある人の社会参加と自立支
援を推進している。
　なお、「身体障害者補助犬法」（平成14年法
律第49号）により、身体に障害のある人が公
共的施設や不特定かつ多数の者が利用する施
設等を利用する場合において、身体障害者補
助犬（盲導犬、介助犬及び聴導犬）の同伴が
可能となった。さらに、平成19年度に「身体
障害者補助犬法の一部を改正する法律」（平
成19年法律第126号）が成立し、平成20年４
月から、都道府県等が苦情の申し出等に関す
る対応をすることが明確化され、同年10月か
ら、一定規模以上の事業所や事務所において、
勤務する身体障害者が補助犬を使用すること
を拒んではならないこととされている。
　また、都道府県地域生活支援事業において、
身体障害者補助犬育成事業が実施されている。
　国立障害者リハビリテーションセンター自
立支援局においては、身体に障害のある人に
対して、より充実した社会生活を円滑に送る
ことを目的とした自立訓練（機能訓練）を実
施している。視覚に障害のある人に対しては、

歩行、点字、パソコン、調理、ロービジョン
（保有視覚機能を最大限に活用するための訓
練）等、日常生活や社会活動に必要な訓練を
実施している。また、重度の肢体不自由のあ
る人に対しては、医学的管理の下に日常生活
に必要な機能回復訓練、日常生活動作訓練、
職能訓練等を実施している。
　また、同自立支援局においては、高次脳機
能障害のある人に対して、自己の障害の理解
を深めながら生活能力を高めることを目的と
した自立訓練（生活訓練）も実施している。
そこでは、個々の生活状況に応じて日常生活
訓練やメモリーノート、手順書等を活用した
代償手段獲得のための訓練等を行っている。
　さらに、同自立支援局秩父学園においては、
知的障害があり、行動障害や愛着障害が重複
する児童に対して、基本的生活習慣の確立等
を目的とした施設支援を実施している。また、
在宅の発達障害を有する児童に対する「通園
療育指導事業」を実施するとともに、発達障
害の可能性のある３歳までの子供と家族に対
する「地域子育て支援拠点型事業」を実施し
ている。

（４）発達障害児・者施策の充実

ア　発達障害の定義
　「発達障害者支援法」において、「発達障害」
は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広
汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障
害その他これに類する脳機能の障害であって
その症状が通常低年齢において発現するもの
等と定義されている。

イ　発達障害者支援の推進
①　発達障害者支援の体制整備
　厚生労働省においては、乳幼児期から高齢
期までの一貫した発達障害に係る支援体制の
整備、困難ケースへの対応や適切な医療の提
供を図るため、地域生活支援事業の「発達障
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